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熊本県告示第８２９号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項に規定する指定自立支
援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので、同法第６９条の規定により公示
する。 
  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

指定自立支援医療機関（精神通

院医療）の名称及び所在地 
 開設者の名称及び所在地  指定年月日 

山鹿いちご薬局 

山鹿市大橋通１２０７番地 
株式会社 ＶＥＮＵＳ 

山鹿市大橋通１２０７番地 
平成２０年９月１日

松橋中央薬局 

宇城市松橋町きらら二丁目２番

１３号 

株式会社 宇城メディカル 

宇城市松橋町きらら二丁目２番

１３号 

平成２０年９月１日

 
 
熊本県告示第８３０号  
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２０年９月１６日  

第１１７３９号 

平成 20 年 9 月 16 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所

在地 
事業者の名称、主た

る事務所の所在地及

び代表者の氏名 

指定年月日

 

 事業所番号 サービスの

種類 

のぞみ生活介護事業

所 

八代郡氷川町鹿島９

４５ 

社会福祉法人 白寿

会 

八代郡氷川町鹿島９

４５ 

中島 巳年雄 

平成２０年

１０月１日

4311700027 生活介護 

 
 
熊本県告示第８３１号 
 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３項の規定により、軽油
引取税の特約業者の指定を次のとおり取り消した。 
  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 名   称 代 表 者 主たる事務所又は事業所の所在地 指定取消年月日 

有 限 会 社 田 中 石

油 
代表取締役 

田中 誠 
熊本市龍田七丁目３５番１号 

平 成 ２ ０ 年 ８ 月 １

日 

 
 
熊本県告示第８３２号 
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１
項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 
  平成２０年９月１６日 
                          熊本県知事 蒲島 郁夫 
１ 楮原（Ａ）地区急傾斜地崩壊危険区域（追加指定） 
  次に掲げる土地に存する標柱１１号から標柱２３号までを順次結んだ線及び標柱２３ 
 号と標柱１１号を結んだ線に囲まれた土地の区域 

 標柱番号  郡 市  町 村  大 字   字       番 地 

   １１ 

   １２ 

   １３ 

   １４ 

   １５ 

   １６ 

   １７ 

   １８ 

   １９ 

   ２０ 

   ２１ 

   ２２ 

   ２３ 

 玉名郡 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

 南関町 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

 関 東 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

 楮 原 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

 松 林 

  〃 

  〃 

 楮 原 

  〃 

  〃 

  〃 

１１９０－１地先（道路） 

１１８７ 

 〃 

１１８５ 

１１８２ 

１１８１ 

２２６５－３ 

２２６１ 

２２６２－１ 

１１７７－２ 

１１７６ 

１１７０－３ 

１１８８－４地先（道路） 

 
 
熊本県告示第８３３号  
 建設事業者の合併等に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例要領
の一部を改正する要領を次のように定める。 
  平成２０年９月１６日 
                          熊本県知事 蒲島 郁夫 

建設事業者の合併等に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例要
領の一部を改正する要領 

 建設事業者の合併等に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例要領
（平成１７年熊本県告示第３８０号）の一部を次のように改正する。 
 第３条中「置く」を「有する」に改める。 
 第４条の見出し中「格付における総合点数」を「総合点数等」に改め、同条第１項中「合
併等の当時会社が」を「格付のある業種においては、合併等の当時会社が」に、「ことを
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条件に」を「ときは」に改め、「熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱」の次に「（以
下「要綱」という。）」を加え、「において、当該条件を満たしている」を「が、同一等
級又は直近の等級に格付されている」に改め、同条に次の１項を加える。 
３ 格付のない業種においては、経営事項審査の総合評定値（以下「総合評定値」という。）

に第１項による加算を行い、要綱第２条第３項による順位付けの見直しを行うものとす
る。 

 第５条を次のように改める。 
第５条 合併存続会社等が、消滅又は廃業する合併等の当事会社の主たる営業所を、引き

続き合併存続会社等のその他の営業所（建設業法第３条に規定する営業所）とし、当該
営業所において、指名しようとする業種の許可を有するとともに、格付のある業種であ
る場合においては、熊本県工事入札参加者資格審査における当該年度の格付基準で当該
等級に必要とされる技術者数を配置している場合、合併等後５年を経過する日が属する
年度まで、当該営業所の地理的条件（所在地及び当該地域での工事実績等）の判断にお
いて、以下に掲げる格付等級、総合評定値及び工事実績等を有するものとみなして指名
することができるものとする。 

 (１) 格付のある業種の場合 
 消滅又は廃業する合併等の当事会社が有していた等級とし、合併等の当時会社の
うち、同一業種において最も高い等級を有する会社がその他の営業所となった場合
は、主たる営業所となった合併等の当時会社が有していた等級とする。ただし、合
併等の当事会社の２者以上が等級区分中最上位等級で、建築一式工事においてはそ
の所在にかかわらず、土木一式工事、電気工事、管工事及びほ装工事においては同
一の地域振興局管内（熊本市においては熊本市内）にある場合に、当該当事会社の
主たる営業所のうち１者が合併存続会社等の主たる営業所、他社の主たる営業所が
その他の営業所となった場合は、等級区分中、主たる営業所を最上位等級、その他
の営業所をその直近下位等級とする。 

 (２) 格付のない業種の場合 
 消滅又は廃業する合併等の当事会社が有していた総合評定値、工事実績等とする。
ただし、合併等の当事会社のうち、同一業種において総合評定値が最も高い会社の
主たる営業所が合併存続会社等のその他の営業所となった場合は、主たる営業所と 
なった営業所を合併等の前に主たる営業所としていた合併等の当事会社が有してい 
た総合評定値、工事実績等とする。 

２ 条件付一般競争入札においては、前項の規定に準拠して競争参加資格の確認を行うも
のとする。 

３ 合併存続会社等の主たる営業所を合併等の当事会社の主たる営業所以外に新たに設置
し、合併等の当事会社の主たる営業所をその他の営業所とした場合において、合併等の
当事会社のうち、同一業種において最も高い等級又は経営事項審査の総合評定値を有す
る当事会社に係る営業所については、当該措置の対象としないものとする。 

   附 則 
 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行し、同日以降の合併等について適用する。 

 
 
熊本県告示第８３４号  
 建設事業者の協業組合設立に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例
要領の一部を改正する要領を次のように定める。 
  平成２０年９月１６日 
                          熊本県知事 蒲島 郁夫 

建設事業者の協業組合設立に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する
特例要領の一部を改正する要領 

 建設事業者の協業組合設立に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例
要領（平成１７年熊本県告示第３８０号）の一部を次のように改正する。 
 第４条の見出し中「格付における総合点数」を「総合点数等」に改め、同条第１項中「協
業組合の組合員のうち」を「格付のある業種においては、協業組合の組合員のうち」に改
め、「あって」を削除し、「ことを条件に」を「ときは」に改め、「熊本県工事入札参加
者資格審査格付要綱」の次に「（以下「要綱」という。）」を加え、同条に次の１項を加
える。 
３ 格付のない業種においては、経営事項審査の総合評定値に第１項による加算を行い、

要綱第２条第３項による順位付けの見直しを行うものとする。 
 第５条に次の１項を加える。 
２ 条件付一般競争入札においては、前項の規定に準拠して競争参加資格の確認を行うも

のとする。 
   附 則 
 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行し、同日以降の協同組合の設立について適
用する。 

 
 
熊本県告示第８３５号 
 事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の一部を改正する要領を次
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のように定める。 
  平成２０年９月１６日 
                          熊本県知事 蒲島 郁夫 
   事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の一部を改正する要領 
 事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領（平成１７年熊本県告示第
３８０号）の一部を次のように改正する。 
 第３条の見出し中「総合点数」を「総合点数等」に改め、同条中「建設業者の指名競争
入札参加資格」を「熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱第１条の入札参加者資格」に
改め、「総合点数」の次に「（格付のない業種においては経営事項審査の総合評定値）」
を加え、同条第１号中「年間平均完成工事高」の次に「及び元請完成工事高」を加え、同
条第３号中「建設業に従事する職員の数」を「平均利益額」に改める。 
   附 則 
 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行し、同日以降の組合設立について適用する。 

 
 
熊本県告示第８３６号 
 電線共同溝を整備すべき道路について、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成
７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、次のとおり指定したので、同条第４項の
規定により公示する。 
 その関係図面は、平成２０年９月１６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び指定する道路の区間 

道路の種類 路線名 指定する道路の区間 

主要地方道 熊本停車場線 熊本市春日一丁目７３２から 

熊本市春日一丁目７６５番地４まで 

主要地方道 熊本高森線 熊本市田崎本町１番地２から 

熊本市春日一丁目７６６番地４８まで 

 
２ 指定する期日 平成２０年９月１６日 

 
 
熊本県告示第８３７号 
 景観法（平成１６年法律第１１０号）第９２条第１項の規定により、次のとおり景観整
備機構を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成２０年９月１６日 
                         熊本県知事 蒲 島 郁 夫  
１ 景観整備機構の名称及び住所 
  社団法人熊本県建築士会 
  熊本市神水一丁目３－７ 
２ 景観整備機構の事務所の所在地 
  熊本市神水一丁目３－７ 
３ 指定年月日 
  平成２０年９月９日 

 
 
熊本県告示第８３８号 
 家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第４条第１項第２号に規定する臨時種畜
検査を次のとおり実施し、種畜証明書を交付したので告示する。 
  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 実施の目的 
  優良な種畜を確保し、家畜の改良増殖を促進するため 
２ 検査対象 
  家畜改良増殖法第４条に規定する牛の雄 
３ 検査実績 

 

検査日 
種畜証明書

番号（平20

熊本県臨） 

 

名号 
 

品種 
 

検査成績

 

飼養者 
 

検査場所

平成２０年 第１号 鶴重 褐毛和種 １級 熊本県農業研 合志市栄
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第２号 博光重 褐毛和種 １級 

第３号 上福栄 黒毛和種 ２級 

第４号 花満国 黒毛和種 １級 

第５号 末勝 黒毛和種 １級 

第６号 福花 黒毛和種 １級 

第７号 糸福照 黒毛和種 ２級 

究センター ３８０１９月２日 

（火） 

第８号 松八ＥＴ１ 褐毛和種 １級 独立行政法人

家畜改良セン

ター熊本牧場 

玉名市横

島町共栄

３７ 

 
 
熊本県告示第８３９号 
 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業所を次のとおり指定した。 
  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 （通所介護） 

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンター弥生 

玉名市岱明町野口字下河原１１４

６番地１２ 

特定非営利活動法人長寿

会 
平成２０年９月１日 

 
 
熊本県告示第８４０号 
 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業所を次のとおり指定した。 
  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （介護予防通所介護） 

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンター弥生 

玉名市岱明町野口字下河原１１４

６番地１２ 

特定非営利活動法人長寿

会 
平成２０年９月１日 

 
 
熊本県告示第８４１号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項及び中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１
４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５４条の２第１項の規定によ
り指定介護機関を次のとおり指定したので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
（訪問介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 生活サポートひなたのき 

 菊池市下河原５５４８番地 
 有限会社ひなた 

 菊池市野間口３８０番地

 平成２０年５月１３日

（通所介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
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 デイサービス暖暖 

 八代市鏡町鏡５５３番地４ 
 株式会社暖暖 

 八代市鏡町鏡５５３番地

 ４ 

 平成２０年８月７日 

（福祉用具貸与） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 ジョウトク 

 八代市鏡町宝出１０番地 
 有限会社穣徳建装 

 八代市鏡町宝出１０番地

 平成２０年８月２０日

（小規模多機能型居宅介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 明照園 あんじん 

 天草市久玉町前田３３４番地１ 
 社会福祉法人明照園 

 天草市久玉町１２３７番

 地１ 

 平成２０年８月１日 

 小規模多機能型居宅介護事業所 

 かしまスマイル 

 上益城郡嘉島町上六嘉２２６８ 

 番地 

 社会福祉法人嘉悠会 

 上益城郡嘉島町北甘木２

 ０７３番地 

 平成２０年８月１日 

（介護予防訪問介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 生活サポートひなたのき 

 菊池市下河原５５４８番地 
 有限会社ひなた 

 菊池市野間口３８０番地

 平成２０年５月１３日

（介護予防通所介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 デイサービス暖暖 

 八代市鏡町鏡５５３番地４ 
 株式会社暖暖 

 八代市鏡町鏡５５３番地

 ４ 

 平成２０年８月７日 

 早尾園通所介護事業所 

 八代郡氷川町早尾１０９７番地 
 社会福祉法人代医会 

 八代郡氷川町早尾１０９

 ７番地 

 平成２０年８月７日 

（介護予防福祉用具貸与） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 ジョウトク 

 八代市鏡町宝出１０番地 
 有限会社穣徳建装 

 八代市鏡町宝出１０番地

 平成２０年８月２０日

（介護予防小規模多機能型居宅介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 明照園 あんじん 

 天草市久玉町前田３３４番地１ 
 社会福祉法人明照園 

 天草市久玉町１２３７番

 地１ 

 平成２０年８月１日 

       

 小規模多機能型居宅介護事業所 

 かしまスマイル 

 上益城郡嘉島町上六嘉２２６８ 

 番地 

 社会福祉法人嘉悠会 

 上益城郡嘉島町北甘木２

 ０７３番地 

 平成２０年８月１日 

（特定福祉用具販売） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 ジョウトク 

 八代市鏡町宝出１０番地 
 有限会社穣徳建装 

 八代市鏡町宝出１０番地

 平成２０年８月２０日
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（特定介護予防福祉用具販売） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 ジョウトク 

 八代市鏡町宝出１０番地 
 有限会社穣徳建装 

 八代市鏡町宝出１０番地

 平成２０年８月２０日

 
 
 
 
 
熊本県公告第６６３号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
  所 在 天草市本渡町本戸馬場字管原１７０６番１ 
  地 目 畑 
  地 積 ３，５０６平方メートル（公簿）３，５０６．５８平方メートル（実測） 
  最低売却価格１７，９００，０００円 
２ 入札期日 
  平成２０年１２月１７日（水）午後１時３０分 
３ 入札場所 
  天草市今釜新町３５３０ 熊本県天草総合庁舎 別館会議棟２階 大会議室 
４ 入札保証金 

 入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと
する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県
に帰属する。 

５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 契約保証金 

 契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す
るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保
証をした小切手により行わなければならない。 

７ 入札参加資格 
  次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
 (１) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
 (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ

る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
８ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込書を提出しなければならない。 
  提出方法 持参又は郵送による。 
  提出期限 平成２０年１２月１５日（月）午後５時 
       （郵送の場合は提出期限までに必着） 
  提出先 熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
９ 入札に参加しようとする者は、９の入札参加申込書のほか、入札当日に次に掲げる書

類を提出しなければならない。 
 (１) 権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書 
 (２) 個人の場合 印鑑証明書 
 (３) 法人の場合 印鑑証明書 
 (４) 代理人が参加する場合 (２)又は(３)に掲げる書類及び委任状 
１０ その他 
 (１) 契約締結期限 平成２０年１月９日（金）午後５時 
 (２) 売買代金納入期限 契約書により指定する。 
 (３) 契約締結場所 別途指定する。 
 (４) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊

本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊
本県規則第１１号）等を承知のうえ、入札するものとする。 

 (５) 問い合わせ先 
    熊本県総務部管財課（電話０９６―３３３―２１２２） 

 
 
熊本県公告第６６４号 
 熊本市に事務所を置く御幸木部土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の届
出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定によ
り公告する。 

 公  告 
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  平成２０年９月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 役職名   氏  名    住  所 

 退任 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  監事 

  監事 

就任 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  監事 

  監事 

    

林田 良一 

林田 末広 

中川 末藤 

松本 伸幸 

林田 哲也 

村井 弘幸 

森田 昇 

 

村井 弘幸 

林田 末広 

松本 伸幸 

中島 澄江 

林田 哲也 

中川 照男 

森田 昇 

 

熊本市御幸木部二丁目６番４１号 

熊本市御幸木部二丁目９番１６号 

熊本市御幸木部三丁目７番１０号 

上益城郡嘉島町下仲間３１４番地 

熊本市御幸木部二丁目９番２６号 

熊本市御幸木部町４１８番地 

熊本市御幸木部三丁目２０番５０号 

 

熊本市御幸木部町４１８番地 

熊本市御幸木部二丁目９番１６号 

上益城郡嘉島町下仲間３１４番地 

熊本市御幸木部二丁目８番１号 

熊本市御幸木部二丁目９番２６号 

熊本市御幸木部三丁目７番１９号 

熊本市御幸木部三丁目２０番５０号 

 
 
 
 
熊本県公共事業再評価監視委員会公告第５号 
 平成２０年度第６回熊本県公共事業再評価監視委員会を次のとおり開催する。 
 なお、当該委員会の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２０年９月１６日 
                      熊本県公共事業再評価監視委員会    
１ 開催日時 
  平成２０年９月２６日（金） 
  １０時００分から１７時００分まで 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
 熊本県庁行政棟本館 ５階 審議会室 
３ 議題 
 （１） 平成２０年度熊本県公共事業再評価対象事業（後期）について 
 （２） その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、委員会の開催予定時刻までに、当該委員会の会場において、委

員会の委員長の許可を得た上で、委員会の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県公共事業再評価監視委員会事務局（熊本県土木部土木技術管理室） 
  電話０９６－３３３－２４９０ 

 
 
天草不知火海区漁業調整委員会指示第１３３号 
 天草海における手繰第１種手繰網漁業の操業に係る制限について、漁場利用の適正化を
図るため、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、次のと
おり指示する。 
  平成２０年９月１６日 
                天草不知火海区漁業調整委員会会長 板﨑 清 
１ 指示の内容 
 （１）制限の対象となる漁業種類 
   天草海を操業区域とする手繰第１種手繰網漁業 
 （２）制限する内容 

ア 一本釣り漁業及びはえなわ漁業（浮きはえなわ漁業を除く）の操業を妨げては
ならない。 

 登載依頼 
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イ 網口（荒手網前端）から５メートル以内に、高さ１メートル以内の手木を付け
なければならない。 

ウ 手木（手木に付ける股綱の長さは、片側１．５メートル以内）からの曳綱は片
袖１本でなければならない。 

エ 網丈の最大の高さ（袖網と袋網との接合部における網丈）は、１５メートル以
内でなければならない。 

オ 沈子綱は、グランドロープ（チェーン又はワイヤーロープにストランドロープ
又は古綱を巻いたもの）でなければならない。 

２ 指示の有効期間 
  平成２０年１０月１日から平成２１年５月３１まで 
 
 


